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訴   状 

 

２０１３年（平成２５年）１２月１９日 

 

福岡地方裁判所小倉支部民事部 御中 

 

                   原告ら訴訟代理人 

弁 護 士  服  部  弘  昭 

 

当事者の表示 

別紙原告被告一覧表・代理人一覧表のとおり 

 

九州朝高生就学支援金差別国家賠償請求事件 

 訴訟物の価額 金７，３７０，０００円 

 貼用印紙 額    金４０，０００円 

 予納郵券 額     金６，１００円 
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【請求の趣旨】 

１ 被告は、原告ら各自に対し、金１１万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌

日から支払い済みまで、年５分の割合による金員を支払え 

２ 訴訟費用は被告の負担とする 

との判決並びに仮執行の宣言を求める。 

 

【請求の原因】 

第１ 当事者 

１ 原告ら 

原告らは、いずれも、日本で出生し、特別在住者の在留資格または日本国籍

を有する子どもであり、２０１０年（平成２２年）４月１日から現在に至るま

で、学校法人福岡朝鮮学園（以下、「福岡朝鮮学園」という。）が運営する九

州朝鮮中高級学校（以下、「九州朝鮮高校」という。）高級部に在籍していた、

または在籍している者である。 

原告らの国籍は、朝鮮民主主義人民共和国（以下、「朝鮮共和国」という。）

国籍、大韓民国（以下、「韓国」という。）国籍若しくは日本国籍である。 

詳細は別紙原告一覧表記載のとおりである。 

２ 九州朝鮮高校の概要（甲５、甲６） 

⑴ 九州朝鮮高校は、以下のとおり、学校教育法を始めとする日本国の関係法

令の認可等を受けた私立学校であり、その意味では他の私立高校と何ら異な

るところはない。 

⑵ 学校教育法上の位置づけ、所在地等（甲５、第１条ないし第４条。甲６） 

九州朝鮮高校は、福岡朝鮮学園が設置運営するいわゆる中高一貫教育を実

施する私立学校であり、北九州市八幡西区折尾３丁目５番１号に所在してい

る。 

また、九州朝鮮高校は、学校教育法１３４条に基づき、福岡県知事より「各
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種学校」の認可を受けている。なお、同条にいう各種学校とは、学校教育に

類する教育を行う教育施設であり、授業時数・教員数や施設・設備などの一

定の基準（学校教育法１３４条３項に基づく各種学校規程等）を満たしてい

る場合に、所轄庁である都道府県知事の認可を受けて設置されるものである。 

⑶ 九州朝鮮高校の目的、民族教育施設としての意義 

学校教育法に基づき、中学校及び高等学校に準じた民族教育を実施し、併

せて朝・日両国の親善に寄与しうる人材の育成を目的とする（甲５、第 1 条）。 

九州朝鮮高校では、日本語と英語の授業を除いてすべての授業科目が在日

朝鮮人自らが日本語を日常的に使用する子ども達の実情に合わせて編纂した

朝鮮語教科書により、朝鮮語で教授されており、学校内の会話も朝鮮語で行

うとされている。このような朝鮮語教授の質量的な水準の高さにより、九州

朝鮮高校の子ども達は日本語を基本的に使用しながらも、朝鮮語の読み書き

会話の高い能力を身につけており、そのため、出自にかかわる朝鮮共和国、

韓国との交流が活発である。 

在日朝鮮人として生まれ、九州地方に居住する在日朝鮮人の子どもが、九

州朝鮮高校を選択して学ぶことは、後述するように、日本国憲法及び日本が

批准する国際人権諸条約の規定から、法的に保障されているといえる。 

⑷ 沿革 

福岡県在住の在日朝鮮人らは、太平洋戦争終戦後、１９４５年（昭和２０

年）９月ころから、北九州市や福岡市内に朝鮮語講習所を設立し始めた。 

１９４７年（昭和２２年）には、これらの講習所は、朝鮮人小学校（朝鮮

初等学院）として発展した。 

その後、紆余曲折を経て、１９５６年（昭和３１年）４月、九州朝鮮中高

級学校が創立された。同校は、同年１２月には福岡県知事より「各種学校」

の認可を受けた。 

これを皮切りとして、以降、福岡県内各地に朝鮮初級学校や幼稚園が創立
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された。 

１９６４年（昭和３９年）８月には、福岡朝鮮学園が福岡県知事より学校

法人として認可され、以降、福岡県内の各初級学校も、福岡県知事より「各

種学校」として次々と認可され、県内の全朝鮮学校が同認可を受けた。 

⑸ 入学資格、生徒数、生徒の籍等 

ア 入学資格 

九州朝鮮高校は、韓国及び朝鮮共和国にルーツがあれば、一定の学力を

要件として、国籍及び外国人登録の国籍欄の記載は問わず、入学資格を認

めている（甲５、第１１条）。 

イ 生徒数、生徒の籍 

前記アの帰結として、九州朝鮮高校には、日本国籍や韓国籍を有する生

徒が存在する。 

 ２０１０年（平成２２年）度から２０１２年（平成２４年）度の生徒の

国籍の内訳を以下に記す。 

２０１０年度 朝鮮籍 韓国籍 日本籍 その他 計 

高３ 18 15 0 0 33 

高２ 17 10 1 0 28 

高１ 8 8 1 1 18 

２０１１年度 朝鮮籍 韓国籍 日本籍 その他 計 

高３ 17 10 1 0 28 

高２ 8 8 1 1 18 

高１ 14 13 4 0 31 

２０１２年度 朝鮮籍 韓国籍 日本籍 その他 計 

高３ 8 8 1 1 18 

高２ 14 13 4 0 31 

高１ 14 14 2 0 30 
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２０１３年度 朝鮮籍 韓国籍 日本籍 その他 計 

高３ 14 13 4 0 31 

高２ 14 14 2 0 30 

高１ 10 15 1 0 26 

⑹ 九州朝鮮高校の修業年限、教育課程等 

修業年限は、３年である（甲５、第４条。甲７、第３条）。 

週授業時数は３０時間（甲５、第７条）、年間授業時数は１０５０時間で

ある（甲５、第９条。甲７、第４条）。 

教育課程及び時間割は、（甲５、第７条第２項）のとおりであり、時間割

の詳細は文部科学省に提出済みである。 

いずれも学校教育法の委任を受けた各種学校規程を満たしている。 

⑺ 九州朝鮮高校卒業後の進路等 

２００４年（平成１６年）度以降、学校教育法施行規則第６９項第６号「入

学資格審査」により、すべての国公私立大学への受験が可能となっている。

現に、同校の生徒の進路は、朝鮮大学校のみならず、日本の大学ないし専修

学校、日本企業等の多岐にわたっている。 

⑻ 部活動その他 

九州朝鮮高校には、サッカー部、バスケットボール部、美術部、吹奏楽部、

舞踊部、カヤグム（伽倻琴）部等の部活動があり、日本国内の公式戦にも参

加している。 

高校総体については、１９９３年（平成５年）３月以降、中体連について

は、１９９７年（平成９年）４月以降、参加が認められている。 

その他、ＪＲ通学定期券の割引率について、１９９４年（平成６年）３月

までは、同じ学校であるにもかかわらず、朝鮮学校の学生には割引適用がな

いという差別を受けていたが、同年４月以降は、学校教育法１条校並に改正

されている。 
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⑼ 以上のとおり、九州朝鮮高校は、実質的に一私立学校として、民族教育施

設としての特色を持ちつつも、他の高校と何ら異なることはないものである。 

３ 被告 

被告は、高等学校修学支給金の支給対象となる外国人学校を指定する権限及び

同指定の基準である省令等を制定・改廃する権限を有する文部科学大臣並びに文

部科学大臣に対する指揮監督権を有する内閣総理大臣が所属する国である（関係

法令等については、甲１ないし甲４）。 

第２ 事案の概要 

１ はじめに 

   本件は、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の

支給に関する法律」（甲１。以下、「無償化法」という。）が２０１０年（平

成２２年）４月１日に成立・施行されたのに伴い、福岡朝鮮学園が同年１１月

２７日、同法を受けて制定された「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高

等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則」（甲３。以下、「無償化規

則」という。）第１条第１項第２号ハの規程（以下、「規則ハ号」という。）

に基づき文部科学大臣の指定を求める申請を行ったところ、被告が、同月２３

日に起きた朝鮮共和国と韓国の軍事衝突事件を契機に、当時の民主党政権にお

ける菅直人内閣総理大臣の指示により九州朝鮮高校等に対する指定審査を停止

し、それから約２年３ヶ月も経過し、自民党政権となった２０１３年（平成２

５年）２月２０日に至るまで決定を出さず、同日、文部科学大臣下村博文が規

則ハ号を廃止するとともに、九州朝鮮高校を含む全朝鮮高校について、無償化

法の対象として指定しない旨の処分を行ったことに対して、国家賠償法第１条

第１項に基づき損害賠償請求するものである。 

２ 無償化法の概要 

⑴ 目的と趣旨 

無償化法は、①今日、高等学校等は、その進学率が約９８％に達し、国民
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的な教育機関となっており、その教育の効果が広く社会に還元されているこ

とから、高等学校等の教育に係る費用については社会全体で負担していくこ

とが要請されていること、②高等学校等については、家庭の経済状況にかか

わらず、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよ

う、家庭の経済的負担の軽減を図ることが喫緊の課題となっていること、③

諸外国では多くの国で後期中等教育を無償としており、経済的、社会的及び

文化的権利に関する国際規約（甲８。以下、「Ａ規約」という。）において

も、中等教育における無償教育の漸進的な導入について規定されているとこ

ろ、日本はこの規定を留保していたことからこの留保の撤回に向けた施策を

進めることが求められていたこと、等の理由から、制定に向けた議論が進め

られてきた（甲９。第１７４回国会衆議院文部科学委員会第３号（以下、衆

参両議員における各委員会での議論については「衆議院○号」という形で略

する。）における川端国務大臣の提案理由）。 

その結果、２０１０年（平成２２）３月３１日、無償化法が成立、同年４

月１日に施行され、２０１２年（平成２４）９月、被告は上記Ａ規約１３条

２項（ｂ）、（ｃ）の留保を撤回した。 

無償化法第１条は、同法の目的について「この法律は、公立高等学校につ

いて授業料を徴収しないこととするとともに、公立高等学校以外の高等学校

等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受け

ることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済

的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。」

と定めている（甲１）。 

⑵ 無償化法の規定の概要 

無償化法は、第１条の目的を実現するため、①公立高等学校授業料の無償

化と、②私立高等学校等の生徒に対する高等学校等就学支援金（以下、「就

学支援金」という。）支給を柱としている。 
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具体的には、①公立高校においては、授業料を原則不徴収とした上で、授

業料に相当する経費の一部を、国から地方公共団体に交付する（甲１、第３

条）。一方で、②私立高等学校等においては、私立高等学校等に在学する生

徒又は学生で日本国内に住所を有する者に対し、就学支援金として一定額（年

額１１８，８００円）を支給する（甲１、第４条等）。 

本件では、九州朝鮮高校に在学する生徒に対する就学支援金の不支給が問

題となっているので、以下、就学支援金制度について見ていく。 

３ 就学支援金制度について 

⑴ 受給権者と制度の概要 

就学支援金の受給資格を有するのは、「私立高等学校等に在学する生徒又

は学生で日本国内に住所を有する者」である（甲１、第４条）。学校法人た

る私立高等学校等ではなく、日本国内に住所を有する生徒又は学生「個人」

がその受給権者となっている。 

就学支援金の支給を受けようとする生徒は、その在学する私立高等学校等

の設置者を通じて、都道府県知事に対し、受給資格の認定を求める（甲１、

第５条）。 

認定を受けた生徒は、都道府県知事から就学支援金を受給することになる

が（甲１、第７条１項）、事務手続上の煩雑回避の観点から、「支給対象高

等学校等の設置者は、受給権者に代わって就学支援金を受領し、その有する

当該受給権者の授業料に係る債権の弁済に充てるものとする。」（甲１、第

８条）とされている。 

就学支援金を受けるにあたり、生徒又は学生は（私立）高等学校等に在学

していることが必要とされており、その「高等学校等」の定義については、

無償化法第２条において、「高等学校」、「中等教育学校の後期課程」、「特

別支援学校の高等部」、「高等専門学校」、「専修学校及び各種学校」と規

定されている。 



 12

無償化法制定時に問題となったのは、この中の「各種学校」、特に九州朝

鮮高校のような「外国人学校」の取り扱いであった。 

この点、衆議院７号６頁（甲１０）において、各種学校はどうするかとい

う質問に対し、政府サイドからは「その中の外国人学校だけを評価の対象と

するというところまでは整理をしております」と答弁されているように、各

種学校全般（自動車学校等も各種学校である）について無償化の是非が議論

されたわけではなく、外国人学校についてのみ無償化対象の可否が議論され

た。これは、外国人学校については、学校教育法１２４条により「我が国に

居住する外国人を専ら対象とするものを除く」との文言があるため専修学校

ではないが、実質的には日本の高校と同等の教育が行なわれていることから、

無償化の対象の是非が議論されたのである。 

そこで、外国人学校を念頭においた「各種学校」については、括弧書きで

「これらのうち高等学校の過程に類する過程を置くものとして文部科学省令

で定めるものに限り」という要件を設けつつ、そこに在学する生徒又は学生

についても受給権が認められることとなった。「高等学校の過程に類する過

程」についての判断は「専門的・技術的判断」を要するとして、文部科学大

臣にその判断を委ねたのであった。 

⑵ 無償化規則 

無償化法２条１項５号の規定を受けて、外国人学校が無償化法の適用対象

となる旨の段取りを定めるため、文部科学大臣は、２０１０年（平成２２年）

４月１日、文部科学省令たる無償化規則を制定した（甲３）。 

無償化規則は「高等学校等の課程に類する課程を置くもの」として、以下

のものを掲げた。 

「イ 高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するもの

として当該外国の学校教育制度において位置づけられたものであ

って、文部科学大臣が指定したもの」 
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これは、例えば大使館を通じて日本の高等学校の課程に相当する課程であ

ることが確認できるもの（ドイツ学校、韓国学校等の民族系外国人学校）で

ある。 

「ロ イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣

が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指

定したもの」 

これは、例えば国際的に実績のある学校評価団体の認証を受けていること

が確認できるもの（インターナショナル・スクール）である。 

「ハ イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるところによ

り、高等学校の課程に類する課程を置くものと認められるものと

して、文部科学大臣が指定したもの」 

これは、上記イ、ロに形式的には該当しないが、国交がない等の理由でそ

こに在学する生徒について、教育面で差別的な取り扱いをすることは国際的

にも到底許されることではないため、設けられた規定である。この規則ハ号

は、無償化法制定の段階から、九州朝鮮高校を初めとする全国の「朝鮮高校」

を主に想定して、無償化法を適用するために設けられた規定と言っても過言

ではなかった。 

⑶ 規則ハ号の基準 

規則ハ号については、文部科学省は、２０１０年（平成２２年）５月２６

日、「高等学校等就学支援金の支給に関する検討会議」（以下「検討会議」

という）を設置し、適用対象に関する議論を進めた。 

そして、同年８月３０日、「高等学校の過程に類する過程を置く外国人学

校の指定に関する基準等について」という報告を行なった（甲１１）。 

ここでは、「外国人学校の指定については、外交上の配慮などにより判断

すべきものではなく、教育上の観点から客観的に判断すべきであるというこ

とが法案審議の過程で明らかにされた政府の統一的見解である。」（甲１１、



 14

１５頁）とされた。 

文部科学大臣は、同年１１月５日、検討会議における議論に基づき、「公

立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する

法律施行規則第１条第１項２号ハの規定に基づく指定に関する規定」（以下

「規則ハ号規定」という）を制定した（甲４）。 

⑷ 規則ハ号規定の内容（甲４） 

規則ハ号規定においては、修業年限が原則３年（第２条）、授業時数年間

８００時間（第３条）、１クラス原則４０人以下（第４条）、高度な授業科

目（第５条）、適切な教員人数（第６条）、専門的教育を受けた教員（第７

条）、校地面積（第８条）、校舎設備及び面積（同９条乃至１１条）、財務

情報の提供（第１２条）、就学支援金の授業料に係る債権の弁済への確実な

充当など法令に基づく学校運営（第１３条）が規則ハ号の認定を受けるため

の基準と定められた。 

４ 朝鮮学園不指定の経緯 

⑴ 上述したように、規則ハ号規定が制定されたのは、２０１０年（平成２２

年）１１月５日のことであった。そして、同月２７日に九州朝鮮高校は、自

身を無償化の対象となる学校として指定するよう申請を行なった。 

しかし、これに先立って、被告（当時の総理大臣は菅直人）は、同年１１

月２４日に朝鮮半島の延坪島で発生した砲撃事件と関連付け、文部科学大臣

に九州朝鮮高校を初めとする朝鮮高校について、無償化対象とするための審

査手続の停止を指示し、同月２５日、文部科学大臣は同審査手続の停止を発

表した。 

⑵ 九州朝鮮高校は、１１月２７日、規則ハ号規程第１４条第１項に基づく申

請を行なった（甲１２）が、審査手続の停止により、２０１１年（平成２３

年）３月末日となっても同審査手続は停止されたままであった。そのため、

同年３月に卒業した生徒は、就学支援金の支給を受けられなかった。 
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⑶ ２０１１年（平成２３年）８月２９日、当時の菅直人首相は、文部科学省

に九州朝鮮高校を含む全国の朝鮮高校に対する審査手続を再開するよう指

示した。 

しかし、その後も文部科学大臣からの判断は行われず、これにより、２０

１２年（平成２４年）３月に卒業した生徒も就学支援金の支給を受けられな

かった。 

⑷ ２０１２年（平成２４年）１２月の衆議院議員総選挙において、自民党政

権が復活した。 

そして、同月２８日に開催された閣僚懇談会で、下村博文文部科学大臣が

「朝鮮学校については、拉致問題の進展がないこと、朝鮮総連と密接な関係

にあり、教育内容、人事、財政にその影響が及んでいることなどから、現時

点の指定は国民の理解が得られないので、不指定の方向で検討したい」と提

案し、安倍晋三総理大臣がこれを了承した。これはまさしく、政治的・外交

的考慮はしないという無償化法制定時の議論を無に帰するものであった。 

政府は、野党時代の自民党が議員立法で提出した法案をベースに、朝鮮学

校が指定される根拠となる規則ハ号を削除することとし、２０１３年（平成

２５年）２月２０日、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等

就学支援金の支給にかかる法律施行規則の一部を改正する省令」（以下、「本

件規則を改正する省令」という）が制定され、それによって規則ハ号は削除

された。 

⑸ ２０１３年（平成２５年）２月２０日、文部科学大臣は、九州朝鮮高校の

申請について、規則ハ号に基づく指定については、規則ハ号を削除したこと

及びこれまで規則ハ号規程に基づき九州朝鮮高校の基準への適合性を審査し

たが、規則ハ号規程の１３条に適合すると認めるに至らなかったことを理由

に、指定しないとの処分をした（以下、「本件処分」という。）（甲１３）。 

なお、規則ハ号規程１３条の定めは次の通りである（甲４）。 
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「（適正な学校運営） 

       １３条 

        前条に規定するもののほか、指定教育施設は、高等学校等就学支

援金の授業料に係る債権の弁済への確実な充当など法令に基づく

学校の運営を適正に行わなければならない。」 

⑹ 被告の処分結果のため、２０１３年（平成２５年）年３月の九州朝鮮高校

卒業生も就学支援金の支給を受けられなかった。 

５ 外国人学校の中で朝鮮高校のみ無償化の対象外とされていること 

現在、日本国内には、多数の外国人学校が存在する。日本と国交のある欧米

系の外国人学校、韓国系の外国人学校はもちろんのこと、日本とは国交のない

台湾（中華民国）系の学校も無償化の対象となっている。 

なお、規則ハ号に基づく申請との関係では、２０１１年（平成２３年）８月

３０日にトルコ系のホライゾン・ジャパン・インターナショナルスクールが、

同年１２月２日には韓国系のコリア国際学園が、いずれも規則ハ号に基づき無

償化法の対象となる旨の指定を受けている（甲１４、甲１５。その後、ホライ

ゾン・ジャパン・インターナショナルスクールについては、無償化規則１条１

項第２号ロによる指定に移行している）。 

重要なことは、無償化法の適用を申請して、無償化法の適用除外となったの

は朝鮮高校だけという事実である。しかも、被告は、朝鮮高校を不指定とする

にあたり、規則ハ号を削除し、今後の審査可能性すら閉ざしたのである。 

６ 本件のポイント 

⑴ 本件は在日朝鮮人・韓国人社会に対する差別・偏見の現れであること 

本件のポイントは、被告の行為が、在日朝鮮人・韓国人社会に対する差別・

偏見の現れであり、所謂、外国人の人権享有主体性等が問われる事案とは一

線を画するということである。 

すなわち、無償化法により就学支援金の受給権を持つのは、学校ではなく
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「生徒個人」であり、朝鮮高校は代理して受領するに過ぎない。そして、朝

鮮高校に所属する生徒には、在日朝鮮人だけではなく、在日韓国人もいる。

さらには日本国籍の生徒もいる。本件では、このような国籍に着目してなさ

れたのではなく、在日朝鮮人社会の象徴である朝鮮高校に所属していること

の一事をもって、不支給差別を受けているのである。 

いわゆる単純な外国人差別の事案ではないという点に本件の特徴がある。 

⑵ 在日の問題を考えるにあたって 

無論、日本国籍の生徒もいるとは言っても、朝鮮高校に所属する生徒の多

くは、いわゆる在日朝鮮人・在日韓国人である。本件は上述のとおり、国籍

差別の事案ではないが、在日社会の問題を考えるにあたり、１つ気を付ける

べきポイントがある。 

それは、この在日朝鮮人・在日韓国人の問題を「外国人」というカテゴリ

ーで括ることは、もはや現実にそぐわないということである。 

例えば、他の欧米系の外国人であれば、例外はあるが、その多くは自らの

母国で生まれ育ち、親の仕事の都合等で日本にやって来る。そして、彼らは

一定年数日本で過ごした後、母国に帰ることになる。 

一方、在日朝鮮人・在日韓国人はどうか。彼ら彼女らは、戦前に朝鮮半島

から日本にやって来て、そのまま日本列島において定着した生活を送ってい

る。その多くが、生まれてから死ぬまで日本列島で生活してきた。そして、

在日社会は、既に２世、３世の世代となり、今や４世、５世といった時代に

突入しつつある。４世、５世となる彼ら彼女らが朝鮮半島に帰ることはまず

ない。祖国に対する憧れはあっても、生活の本拠は日本である。彼ら彼女ら

は日本で生まれ育ち、日本人の友人を持ち、これからもそうして生活してい

く。そのような一生を日本で過ごし、祖国に帰ることは現実的にない在日朝

鮮人・韓国人について、国籍がないという理由のみで、単純に「外国人」と

いうカテゴリーで語ること自体、もはや時代にそぐわない。在日朝鮮人・在
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日韓国人については、その生活実態に照らして、あらゆる分野で日本国民と

同等の法的保護を保障すべきである。 

この点は、芦部憲法においても「わが国に定住する在日韓国・朝鮮人およ

び中国人については、その歴史的経緯およびわが国での生活の実態等を考慮

すれば、むしろ、できるかぎり、日本国民と同じ扱いをすることが憲法の趣

旨に合致する。」と指摘されているとおりである。 

⑶ 小括 

繰り返しになるが、本件は、在日朝鮮人社会の象徴ともいえる朝鮮高校を

高校無償化の対象外とするという形で、在日朝鮮人社会に対する日本社会の

差別・偏見が典型的に現れた事案である。 

被告は、今後、本件の中で、朝鮮共和国の拉致問題等が解決していないと

いった外交上の理由を持ち出すであろう。 

しかし、いわゆる朝鮮共和国問題は、日本において平穏に生活する朝鮮高

校の生徒たちとは全く関係のないことである。全く関係のない朝鮮高校の生

徒たちに、朝鮮共和国問題の存在故の不利益を負わせるのは不合理極まりな

い。また、このような外交上の問題を教育の場に持ち出すこと自体、不合理

である。 

このような不合理な取り扱いの原因は何であるか。それは、日本国内に根

深く存在する在日朝鮮人社会に対する差別・偏見であり、このような差別・

偏見こそまさに本件の本質である。 

 ７ 国内外からの批判 

   被告が朝鮮高校だけを無償化の対象としないことについて、国際連合の経済

的、社会的、文化的権利に関する委員会が「差別」であり、平等に適用するこ

とを要求している（甲１７）だけでなく、日本弁護士連合会をはじめ、多くの

都道府県弁護士会が、朝鮮高校を無償化の対象とすることを求める会長声明を

発表している（甲１８の１～１８の２１）。 
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第３ 審査放置の違法性 

１ 結論 

   本件処分は、原告番号５０～６７の申請から実に２年２か月以上経過した後

に行われた処分であるが、原告番号１と同様の申請を行なった各種学校（外国

人学校）については遅くとも申請から約１年３か月で申請に対する許可処分が

行われていること等を踏まえれば、本件処分は申請に対して行政庁が相当期間

内に応答すべき義務（行政事件手続法７条）に違反する「違法」（国家賠償法

１条１項）な処分である。 

したがって、実体的違法（本書面第４）について審査するまでもなく、被告

は原告らに対し国家賠償法１条１項に基づく損害賠償責任を負う。 

２ 審査・応答義務の懈怠 

⑴ 被告の注意義務 

ア 関連法規 

     被告は、申請に対する処分を行うにあたっては、審査基準を定めたうえ

（行政事件手続法５条）、申請に対する処分をするまでに通常要すべき標

準的な期間（標準処理期間）を定めるよう努めるとされている（行政事件

手続法６条）。 

     そのうえで、被告は、申請を受けた場合遅滞なく審査を開始し、申請者

に対し応答すべき注意義務を負っており（行政事件手続法７条）、申請に

より求められた許認可等を拒否する場合は、申請者に対し、同時に当該処

分の理由を示さなければならないとされている（行政事件手続法８条１項）。 

イ 本件に関する審査基準等 

     本件処分についても、２０１０年（平成２２年）３月３１日に高校無償

化法が成立し、同年４月１日から同法が施行されたことを受けて、同年８

月に「ハ号」の基準（以下「本件審査基準」という。）が発表され、同年

１１月には文科大臣によりハ号に基づく指定に関する規程が公布されてい
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る。同規程により、申請期限を同年１１月３０日とされたため、原告番号

１を含む朝鮮高校１０校も前同日までに申請を済ませている。 

したがって、被告は原告番号５０～６７の申請がなされた時点で事前に

公表した審査基準に従い遅滞なく審査を開始する義務を負っていた。 

⑵ 注意義務違反を基礎づける事実（２年２か月以上にわたる放置） 

しかし、原告番号６７は２０１０年（平成２２年）１１月２７日に規則ハ

号に基づく申請を行ったにもかかわらず、その後、実に２年２か月以上もの

間、同申請は許可されることも拒否することもなく放置された。そして、２

０１３年（平成２５年）２月２０日、被告は前同申請について「不許可」処

分を行った。 

⑶ 本件処分の違法性 

ア 違法性判断の基準 

     宇賀克也教授は、「申請に対する不作為の違法を理由とする国家賠償に

関する従来の裁判例」を分析し、「申請の処理に通常要する期間を相当期

間とし、これを徒過した場合には特別の事情がない限り違法とするのが一

般的傾向である」と整理している。事実、そのような判断枠組みを採用す

る裁判例が散見され、したがって、従前の裁判例及び学説を踏まえると、

本件処分についての違法性審査も上記判断枠組みに従うことになる。 

イ 相当期間の認定方法 

     行政事件手続法第６条は、申請に対する処分をするまでに通常要すべき

標準的な期間を定めるよう努めるべき義務を規定しており、本件における

相当期間を認定するにあたっては、同条に基づき被告が定めた期間を重要

な資料とすべきである。 

     ところが、被告は行政事件手続法第６条に違反して標準処理期間を定め

ていないため、かかる観点からの相当期間を認定することができない。 

そのため、本件処分について相当期間を認定するためには、原告番号１
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以外にハ号に基づく申請（以下、「ハ号申請」という。）をし、それに対

する処分がなされた例を基準にするほかない。 

ウ ９か月ないし１３か月で処分がなされていること 

     外国人学校が規則ハ号申請を行ない、それに対する指定処分がなされた

実例は２例ある（トルコ系のホライゾン・ジャパン・インターナショナル、

大韓民国系のコリア国際学園）。そのうち、ホライズン・ジャパン・イン

ターナショナルについては申請から約９か月後の２０１１年８月にハ号に

基づく指定を受けており、コリア国際学園については許可申請から約１３

か月後の２０１１年（平成２３年）１２月２０日にハ号に基づく指定を受

けている。 

エ 相当期間は１３か月である 

     上記２校に係るハ号申請について、審査期間に影響する事情（短期間で

の審査を可能とする事情）は、少なくとも被告が公表している事実からは

認められない。 

よって、本件審査基準に基づく審査に通常要する期間は長くとも申請後

１３か月である。 

オ 特別の事情の不存在 

     さらに、原告番号５０～６７について、相当期間（申請から１３か月）

を徒過して審査を継続すべき特別の事情も認められない。 

カ 小括 

     以上から、原告番号５０～６７の規則ハ号申請から１３か月が経過した

２０１１年（平成２３年）１２月には相当期間が経過しているところ、本

件処分は相当期間満了時から、更に約１３か月もの期間が徒過した２０１

３年（平成２５年）２月にようやく行われたというのであるから、本件処

分が「申請に対して行政庁が相当期間内に応答すべき義務」（行政手続法

７条）に違反する違法な処分であることにもはや疑問の余地はない。 
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     よって、被告は国家賠償法 1 条 1 項に基づく損害賠償責任を負う。 

第４ 規則ハ号の削除及び不指定の違法性 

１ 被侵害利益 

⑴ 総論 

本件では、被告が規則ハ号を削除し、九州朝鮮高校について不指定処分を

行うことで、九州朝鮮高校に所属する生徒の就学支援金の受給権又は受給に

向けた期待権が侵害された。 

九州朝鮮高校には韓国籍や日本国籍を持つ生徒も在学しているが、その国

籍の如何を問わず、朝鮮高校に所属する生徒については全国一律に就学支援

金の支給が否定されている。このような「朝鮮高校に通う生徒」であるが故

の受給権の否定は、生徒等の平等権を侵害するものであると同時に、無償化

法で具体化された中等教育を無償で受ける権利及び民族教育を受ける権利を

侵害し、違憲・違法である。 

⑵ 平等権（憲法２６条、１４条） 

人は皆、平等である。国の政策において平等に取り扱いを受ける権利を有

する（憲法１４条）。 

特に、教育とは人が自らを発展させるために非常に重要な機会である。そ

のため、教育分野においては、無差別・平等の保障は特に貫徹されなければ

ならない。教育の分野において、特に平等原則が貫徹されるべきことは、憲

法２６条が改めて教育の平等を謳っている点にも現れている。 

また、このような教育の平等は、世界人権宣言第２６条、経済的、社会的

及び文化的権利に関する国際規約（以下、「Ａ規約」という。）２条２項及

び同１３条、市民的及び政治的権利に関する国際規約（以下、「Ｂ規約」と

いう。）２６条子どもの権利条約２条及び２８条、人種差別撤廃条約５条（ｅ）

の（ｖ）の各条規に明記されている。 

以上のように、教育に関する政策には、平等が強く要請される。これは、
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憲法上の要請でもあるし、国際人権条約上の要請でもある。 

⑶ 無償化法で具体化された権利 

ア 総論 

     無償化法の制定により、中等教育を無償で受ける権利及び民族教育を受

ける権利が具体化された。規則ハ号の削除及び九州朝鮮高校の不指定は、

これらの権利を侵害し、違憲・違法である。 

イ 中等教育の授業料について経済的援助を受ける権利（憲法２６条） 

     憲法２６条の教育を受ける権利に社会権的側面が存在することは、判

例・学説上、通説である。もちろん、この社会権的側面を実現するには立

法作業が必要であるが、２６条の社会権的側面を単なるプログラム規定と

考えるべきではない。 

学習権の充足が人格形成上、不可欠であること、及び未成年である生徒

自らは学習環境を整えることができないという立場を考慮すると、社会権

的側面についても具体化の要請が強く、かつ法律による具体化により憲法

上の権利に昇華する抽象的権利というべきである。 

そして、以下の経緯を踏まえた無償化法の制定により、この権利は既に

具体的権利となっている。 

Ａ規約１３条２項(ｂ)は「種々の形態の中等教育（技術的及び職業的中

等教育を含む。）は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進

的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機

会が与えられるものとすること。」と規定し、中等教育の授業料について

経済的援助を受ける権利は国際人権条約上保障されている。このような中

等教育の授業料に対する経済的援助が実施されていないのは、国連加盟国

の中で日本とマダガスカルだけであった。 

このような国際的な潮流を踏まえ、日本においても、２０１０年（平成

２２年）３月３１日に無償化法が制定された。こうして、日本国憲法下に
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おいても、中等教育の授業料について経済的援助を受ける権利が具体的権

利となった。 

ウ 民族教育の授業料について経済的援助を受ける権利（国際人権条約、憲

法１３条、２６条） 

朝鮮高校では、朝鮮民族としての民族教育が行なわれている。このよう

な民族教育を受ける権利を尊重することは国際的な常識であるし、個人の

尊厳を謳う日本国憲法１３条もこれを保障している。 

Ｂ規約２７条及び子どもの権利条約３０条は「種族的、宗教的又は言語

的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団

の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践

し又は自己の言語を使用する権利を否定されない」と規定し、民族文化に

関する各民族の自己決定の尊重を謳っている。 

そして、これを踏まえて「マイノリティ権利宣言」（１９９２年（平成

４年）１２月１８日国連採択）３項は「国家は、可能な場合は常に、マイ

ノリティに属する者が自らの母語を学び、母語で教育を受ける十分な機会

を得られるよう適切な措置をとらなければならない」と規定している。 

憲法前文及び９８条２項は国際協調主義を謳っており、無償化法はこの

ような民族教育の重要性を痛感している国際的な潮流を踏まえて、制定さ

れたものである。無償化法は受給主体の国籍や教育内容を問わず、中等教

育を受ける者に受給権を与えた法律であり、この無償化法の制定により、

民族教育の授業料について経済的援助を受ける権利も具体化した。 

⑷ 小括 

無償化法は中等教育の授業料について経済的援助を受ける権利及び民族教

育の授業料について経済的援助を受ける権利を具体化した法律である。 

そして、以下述べるとおり、中等教育が行なわれている朝鮮高校について

のみ、無償化の対象から除外するのは言語道断であり、違憲・違法である。 
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２ 違憲・違法性 

⑴ 国の行為の不合理性 

ア まず、被告は、２０１０年（平成２２年）１１月２３日、延坪島砲撃事

件を理由に、朝鮮高校に対する規則ハ号に基づく申請に対する審査手続を

凍結した。 

イ その後、２０１１年（平成２３年）８月の審査凍結解除後、８月のうち

にホライゾン・ジャパンインターナショナルスクールは指定を受け、同年

１２月にコリア国際学園は指定を受けた。 

     それにも関わらず、それ以降、２０１３年（平成２５年）２月に至るま

で、朝鮮高校のみハ号に基づく申請に対する審査を受けられない状態が続

いた。被告はその理由を明らかにしていないが、これが政治的意図に基づ

くものであることは明らかである。 

このように２０１２年（平成２４年）１月以降、ハ号に基づく申請を行

ないながら、待たされ続けていたのは朝鮮高校だけであった。 

ウ そのような中、被告は、２０１３年（平成２５年）２月２０日に規則ハ

号を削除した。 

     このような規則ハ号の削除は、朝鮮高校についての規則ハ号に基づく再

審査可能性も根絶する手法である。 

これは朝鮮高校のみを将来に渡って無償化の対象外とするよう狙い撃ち

にしたものである。 

エ しかも、このような規則ハ号の削除は委任の範囲を逸脱する。 

     すなわち、無償化法が「高等学校の課程に類する課程」について、文部

科学省令に基準を委ね、文部科学大臣にその判断を委ねたのは、各種学校、

特に外国人学校には多種多様なものが存在し、それらが「高等学校の課程

に類する課程」を有するか否かについては「専門的・技術的」判断を要す

るからである。そして、無償化法は、専門的・技術的判断の判断権者とし
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ての文部科学大臣の検討・判断能力に期待したのである。 

このような無償化法の趣旨からすると、規則ハ号のように文部科学大臣

の判断権限を覊束する規定は必須である。 

この点、 規則イ号は大使館を通じて日本の高等学校の課程に相当する課

程であることが確認できるもの（ドイツ学校、韓国学校等の民族系外国人

学校）である。一方、規則ロ号は国際的に実績のある学校評価団体の認証

を受けていることが確認できるもの（インターナショナル・スクール）と

される。そうすると、規則イ号については国交のない国の系列の学校には

適用可能性のない規定であるし、規則ロ号でいう学校評価団体はヨーロッ

パを中心とする団体で欧州以外で国交のない国の系列の学校はカバーでき

ない。すなわち、規則イ号、規則ロ号のみでは、後期中等教育の過程に実

質的に該当するか否かの判断対象に、全ての外国人学校（特に朝鮮学校）

を包含できない。 

このように規則イ号、規則ロ号のみでは包含できない場合を想定して、

規則ハ号が設けられたのである。この点は、法律制定直後の文部科学大臣

談話で「しかし、これらの方法では確認できない、後期中等教育に相当す

る外国人学校が存在し得ると考えられることから、同号において、(イ)(ロ)

に加え、(ハ)・・・・と規定し、これらについても制度の対象としており

ます。」と述べられている通りである（甲１６）。 

このように、規則ハ号は無償化法の制定趣旨から見ると、まさに文部科

学大臣の判断権限に期待するという無償化法の要請に則った重要な規定で

あった。規則ハ号の削除は、無償化法が想定した文部科学大臣の判断権限

を放棄したに等しい。これは無償化法による法律の委任の範囲を逸脱する。 

オ そして、重要なことは、最終的に不指定になった外国人学校は「朝鮮高

校だけ」という事実である。 

今回の無償化法制定に伴い、多くの外国人学校が無償化の対象として指
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定された。日本と国交のある欧米系の外国人学校、韓国系の外国人学校は

もちろんのこと、日本と国交のない台湾系の外国人学校も無償化の対象と

指定されている。 

それにも関わらず、不指定となったのは「朝鮮高校だけ」である。 

この客観的事実だけから見ても、今回の朝鮮高校の不指定がいかに不合

理なものかが分かる。 

カ 結局のところ、被告は、朝鮮共和国問題という外交上の理由を教育の場

に持ち込んだ。 

しかし、まず、朝鮮共和国問題と原告らの教育の問題とは全く別次元の

話である。この２つの議論は結びつけて考えることは不当である。 

また、このような外交上の理由を教育政策の場面に持ち込むこと自体、

言語道断である。 

そもそも無償化制定の段階の議論では、外国人学校の指定については「外

交上の配慮などにより判断すべきものではなく、教育上の観点から客観的

に判断すべきであるということが法案審議の過程で明らかにされた政府の

統一的見解である。」と明言されていた。 

それにも拘わらず、外交上の理由を持ち出して規則ハ号を削除し朝鮮高

校を無償化の対象から除外したのは、無償化制定時の議論を全く無に帰す

ると同義である。 

⑵ 規則ハ号を前提にすると、朝鮮高校は当然、無償化の対象校として指定を

受けるべきであること 

朝鮮高校が就学支援金の対象校として認定を受けるためには、同校が、「高

等学校相当基準」を充たしている必要がある（甲１、第２条。甲２、第１条

１項２号）。 

そして、朝鮮高校が「高等学校相当基準」を充たしているかという点につ

いては、朝鮮高校生への高校無償化適用基準となる「規則ハ号規定」の要件
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を朝鮮高校が充たしているか否かで判断するものとされている。 

規則ハ号規定は、検討会議が発表した「高等学校の課程に類する課程を置

く外国人学校の指定に関する基準」を受けて、朝鮮高校の「高等学校相当基

準」の充足の有無を制度的・客観的に判断するために定められたものである。 

したがって、朝鮮高校の「高等学校相当基準」の充足の有無を判断するに

あたって、朝鮮高校の教育内容や外交上の問題を考慮することは違法であり、

朝鮮高校が「規則ハ号規定」の要件を充たしている場合、当然に、朝鮮高校

を高校無償化の対象校として認定されなければならない。 

以下、規則ハ号規定について検討する。 

ア 規則ハ号規定第２条 

九州朝鮮中高級学校学則（甲５）第４条から明らかなとおり、九州朝鮮

高校の就業年限は原則として３年とされていることから、第２条の要件を

充たす。 

   イ 規則ハ号規定第３条 

九州朝鮮高校の授業時数は、第１学年が１０５０時間（週当授業時間数

３０×３５）、第２学年が１０５０時間（週当授業時間数３０×３５）、

第３学年が文系８１０時間（週当授業時間数３０×２７）、理系８６４時

間（週当授業時間数３２×２７）であり、いずれの学科も１年間にわたり

８００時間以上であるから、第３条の要件を充たす。 

ウ 規則ハ号規定第４条 

２０１０年（平成２２年）１１月当時、九州朝鮮高校には、第１学年在

籍生徒数２１名に対して、１学級、第２学年在籍生徒２８名に対して１学

級、第３学年在籍生徒３３名に対して２学級が設けられており、各学年の

在籍生徒数を均等に分けていることから、一の授業科目について同時に授

業を行う生徒は４０人以下となっており、第４条の要件を充たす。 

エ 規則ハ号規定第５条 
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九州朝鮮高校は、日本の中学校と同等の教育を行っている各朝鮮学校中

級部ないし日本の中学校を卒業した者、または相当年齢に達し、中級部（中

学校）を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められた者に入学資格

を認めており、中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者等に対して教育

を施している。また、九州朝鮮高校学則記載の授業科目及び各教科年間指

導計画表記載の教育内容及び生徒の各種資格取得状況、卒業生の進路・進

学状況からも明らかなとおり、九州朝鮮高校では、中学校又はこれに準ず

る学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて高度な普通教育に

類する教育を施すにふさわしい授業科目が開設されていることから、第５

条の要件を充たす。 

オ 規則ハ号規定第６条 

２０１０年（平成２２年）１１月当時、九州朝鮮高校の在籍生徒は合計

８２名であり、教員は、常勤の教員が１７名、非常勤の教員が４名の合計

２１名であった。 

同第６条第１項によれば、生徒数８２名の指定教育施設においては、教

員を５名以上置かなければならないことになるが、上記のとおり、九州朝

鮮高校においては２１名の教員が置かれていたのであるから、同項の要件

を充たす。 

また、同条第２項によれば、教員の半数以上が専任教員でなければなら

ず、専任教員数は３人を下回ることができないとされているが、九州朝鮮

高校では、２１名のうち半数以上の１７名が専任教員であるから、同項の

要件を充たす。以上のとおり、第６条の要件を充たす。 

カ 規則ハ号規定第７条 

九州朝鮮高校の教員採用基準は以下のとおりとされており、同校の教員

は同基準をいずれも充足していることから、第７条の要件を充たす。 

記 



 30

    朝鮮高級学校の教員になるためには、次の各号に該当する者で、その担

当する教育に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければなら

ない。 

一、朝鮮大学校の教育学部、その他の学部及び研究員（大学院に相当する

課程）で必要な単位を取り、採用試験（朝鮮大学校で行う卒業試験、筆

記及び論文審査）に合格した者 

二、日本の高等学校教員免許を持つ者 

三、学士（大学、短期大学）の学位を有する者 

四、その他前各号に掲げる者と同等以上の能力があると認められる者 

二号から四号に該当する者は書類審査及び面接審査を行い、採用するか

どうかを判断する。 

キ 規則ハ号規定第８条 

九州朝鮮高校の校地は、総面積２１５９２．０１０平方メートルあり、

総面積１１０３．７５０平方メートルの校舎等を保有するのに必要な面積

の校地を備えている。 

また、校舎等を保有するための校地のほか、運動場（８０００．０００

平方メートル）及び体育館（１０５５．３１０平方メートル）等の施設の

ための用地も備えていることから、第８条の要件を充たす。 

ク 規則ハ号規定第９条 

九州朝鮮高校には、各学年２教室が設けられており、理科室、音楽室、

コンピューター室、視聴覚室等、各教科に必要な専用の教室も備えられて

いる。その他にも、職員室、教務部室、教務部事務室等も必要な付属施設

も完備されている。また、図書室及び保健室等も備えられており、第９条

の要件を充たす。 

ケ 規則ハ号規定第１０条 

生徒数８２名の九州朝鮮高校においては、原則３０５平方メートル以上
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の校舎の面積が必要とされているところ、同校の校舎の総面積は１１０３．

７５０平方メートルであるから、校舎に関する上記必要面積を充足してお

り、第１０条の要件を充たす。 

コ 規則ハ号規定第１０条 

九州朝鮮高校は、設備の状況を記載した書類のとおり、コンピューター、

各種体育設備、楽器、実験用具等の各種設備を備えており、目的、生徒数

又は課程に応じ、必要な種類及び数の機械、器具、標本、図書その他の設

備を備えていることから、第１１条の要件を充たす。 

サ 規則ハ号規定第１２条 

九州朝鮮高校においては、学校点検及び評価の状況、積極的な情報提供

の状況、財産目録等の備え付け及び閲覧の状況を記載した書類のとおり、

自己点検・評価及び学校関係者点検・評価については朝鮮語で作成して保

護者に公表しており、今後は、日本語版も作成してホームページ等にて公

表することを予定している。 

また、同校では、公開授業や学父母会等を開催して年間事業報告を行う

とともに、報告書を学校関係者、学父母、賛助者等に配布している。 

さらに、同校では、ホームページで学校の活動・運営に関する情報を開

示しているほか、随時、日本の議員、教育関係者らからの希望に応じて、

学校見学、授業参観を受け入れていることから、第１２条の要件を充たす。 

シ 規則ハ号規定第１３条 

九州朝鮮高校では、財産目録、事業報告書を毎年度作成して、それを受

けて監査等もなされており、その結果に関する情報開示も実施されている

ことから、高等学校等就学支援金の授業料に係る弁済への確実な充当など

法令に基づく学校の運営が適正に行われていることは明らかであり、第１

３条の要件を充たす。 

ス 規則ハ号規定第１４条 
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九州朝鮮高校では、文部科学省の指示に従い、申請に必要な書類を期限

内にすべて提出しており、第１４条の要件を充たす。 

セ 以上のとおり、九州朝鮮高校は「指定規定」の各要件をすべて充たして

いることから、高校無償化の対象校として認定されなければならないにも

かかわらず、文部科学大臣は、２０１３年（平成２５年）２月２０日、九

州朝鮮高校を無償化の対象校として認めない処分をした。当該文部科学大

臣の対応は、無償化等の関連法規に反しており、明らかに違法である。 

⑶ 小括 

以上のとおり、被告によるハ号の削除及び朝鮮高校の不指定は極めて不合

理である。原告らの平等権、中等教育の授業料について経済的援助を受ける

権利、民族教育の授業料について経済的援助を受ける権利を侵害し、憲法１

３条、１４条、２６条、９８条、各種国際人権条約、無償化法に違反し、違

憲・違法である。 

第５ 損害論 

 １ 慰謝料 

   原告生徒らは、被告の上記各違法違憲な行為によって、甚大な精神的苦痛・

損害を被った。その各原告生徒らが受けた精神的損害は金１０万円を下らな

い。 

よって、各原告生徒らは各自の精神的損害を慰謝するための慰謝料として、

金１０万円を各々請求する。 

 ２ 弁護士費用 

また、原告生徒らは、被告の上記不法行為によって、弁護士に委任して本訴

を提起せざるを得なくなった。 

本件と相当因果関係にある弁護士費用としては、各原告生徒一人あたり金１

万円が相当である。 

 ３ まとめ 
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よって、原告生徒らは、別紙請求金額目録のとおり、各自金１１万円を各々

請求する。 

第６ 最後に 

１ 当然のことであるが、原告らは皆、一人の高校生であり、一人の高校生であ

った。多くの日本人がそうであるように、原告らにとっても、高校時代は、忘

れられぬ青春時代である。 

被告による朝鮮高校無償化除外は、原告らの青春に大きな傷を残した。その

傷は、朝鮮高校に通う生徒のみを襲い、今もなおその傷は回復されていない。 

原告らは、被告から傷つけられながらも、朝鮮高校に通うことは、日本の高

校に通うことと何ら相違なく、何ら差別されるいわれはないことを明らかにす

るために、本件提訴に踏み切った。 

高校時代、青春時代に、民族も国境も関係ない。朝鮮高校に通う生徒は、こ

れからの日本社会を担っていく大切な人材でもある。被告が、これからの未来

を担う原告を「差別」という武器で傷つけることは到底許されない。 

国際連合や日弁連、各弁護士会の声明にあるように、被告が朝鮮高校だけを

無償化の対象から除外することは、違憲・違法であることは明らかであるにも

かかわらず、被告は一向にその姿勢を改めようとしない。 

朝鮮高校に対する「差別」を是正するためには、司法による適切な判断によ

らざるを得ない。人権最後の砦ある裁判所の判断によって、朝鮮高校に通う生

徒が「差別」から救い出されることを切に願う。 

 ２ よって、原告らは、被告に対し、国家賠償法１条１項に基づき、各自１１万

円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払い済みまで民法所定の利率

である年５分の割合による遅延損害金の支払いを求める。 

以上 

証 拠 方 法 

               証拠説明書のとおり。 
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付 属 書 類 

１  訴状副本         １通 

２  訴訟委任状       ６７通 

３  甲号証の写し      各２通 


